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(57)【要約】
【課題】複数の画像表示部により大画面を構成する電子
機器において、画像表示部間の境界領域の画像が見えな
い、あるいは見にくいという状況を解消した電子機器を
提供する。
【解決手段】第１、第２表示部１１，１２を１つの表示
部として使用する際に、画像を表示できない境界領域Ｂ
Ｒ上にかかる画像データについて、所定の画素数で幅が
規定される領域分の画像データを、一方の表示部に表示
する表示機能を有する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示部と、
　前記表示部の表示を制御する制御部と、を備え、
　前記複数の表示部を同一平面を構成するように配列して、前記複数の表示部を１つの表
示画面として使用することが可能な電子機器であって、
　前記制御部は、
　前記複数の表示部を１つの表示画面として使用する際に、画像を表示できない境界領域
を間に挟んで隣り合う１組の表示部において、前記境界領域上にかかる画像データについ
て、所定の画素数で幅が規定される領域分の画像データを、前記１組の表示部の一方の表
示部に表示する表示機能を有することを特徴とする、電子機器。
【請求項２】
　前記所定の画素数は、
　少なくとも、前記境界領域の幅に相当する画素数である、請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　前記所定の画素数は、
　前記境界領域上にかかる画像データが文字データである場合は、当該文字データの１文
字の表示サイズに相当する画素数である、請求項１記載の電子機器。
【請求項４】
　前記所定の画素数は、任意の値に設定可能である、請求項１記載の電子機器。
【請求項５】
　前記表示機能をオーバーラップ表示機能とした場合、
　前記制御部は、
　前記複数の表示部を１つの表示部として使用する際に、前記境界領域上にかかる画像デ
ータは見えない状態として表示するマルチディスプレイ表示機能と、
　前記境界領域近傍の画像データを削除して、前記境界領域を間に挟んで隣り合う前記１
組の表示部において画像が間延びして表示されるのを抑制するタイルドディスプレイ表示
機能とをさらに有し、
　前記オーバーラップ表示機能、前記マルチディスプレイ表示機能およびタ前記タイルド
ディスプレイ表示機能を選択的に切り替える表示方式選択手段を備える、請求項１記載の
電子機器。
【請求項６】
　前記表示方式選択手段は、切り替えスイッチにより実現される、請求項５記載の電子機
器。
【請求項７】
　前記表示方式選択手段は、
　前記複数の表示部の何れかに表示された表示方式選択画面により実現される、請求項５
記載の電子機器。
【請求項８】
　前記電子機器は、画像に関する複数のアプリケーションを有し、
　前記制御部は、
　前記複数のアプリケーションに対して、前記オーバーラップ表示機能、前記マルチディ
スプレイ表示機能および前記タイルドディスプレイ表示機能の何れを使用するかの対応付
けに基づいて、所定のアプリケーションが選択された場合には、それに対応付けられた何
れかの表示機能を自動的に選択する、請求項５記載の電子機器。
【請求項９】
　前記制御部は、
　前記表示機能を実行する際に、前記所定の画素数で幅が規定される領域分の画像データ
が文字データである場合は、該文字データで表示される文字を、他の文字とは視覚的に識
別可能な方法で表示する、請求項１記載の電子機器。
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【請求項１０】
　前記視覚的に識別可能な方法は、
　前記文字データで表示される前記文字を、前記他の文字とは異なる文字色で表示する、
請求項９記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記視覚的に識別可能な方法は、
　前記文字データで表示される前記文字を、前記他の文字とは異なる太さで表示する、請
求項９記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記視覚的に識別可能な方法は、
　前記文字データで表示される前記文字上を網掛けして表示する、請求項９記載の電子機
器。
【請求項１３】
　前記視覚的に識別可能な方法は、
　前記文字データで表示される前記文字に下線またはアッパーラインを施して表示する、
請求項９記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関し、特に複数の画像表示部を有した電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイなどの画像表示装置を縦横に複数配列して大画面を構成する場合、液
晶ディスプレイ間に、画像を表示できない境界領域が発生してしまう。このような大画面
の全面に画像を表示する場合、単純に画像データをディスプレイごとに分割して表示した
のでは、境界領域を間に挟んだ部分では、境界領域の幅の分だけ画像が間延びして見える
。
【０００３】
　このような状態を回避するため、液晶ディスプレイ間の境界領域の近傍の画像データを
削除する補正を行って、画像が間延びするのを抑制する方法が採られている。しかし、こ
のような補正を行うと、重要な画像データが境界領域の近傍にある場合は、一部、または
全部が見えなくなるという問題があった。
【０００４】
　これを解消するために、例えば特許文献１においては、境界領域に、ドットマトリック
スＬＥＤを配置し、境界領域で消えてしまうはずの画像データをＬＥＤにより表示すると
いう構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３２１５９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　昨今では、携帯ゲーム機などの携帯可能な電子機器においても複数の画像表示部を有し
た構成が開発されており、複数の画像表示部を同一平面をなすように配置して大画面を構
成することが考えられるが、そのような構成においても、上述したような境界領域の近傍
で画像が見えなくなるという問題が発生する。しかし、携帯可能な電子機器においては、
特許文献１のような構成を採ることは難しく、境界領域近傍において必要な画像が見えな
い、あるいは見にくいという問題が発生する。
【０００７】
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　本発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、複数の画像表示部によ
り大画面を構成する電子機器において、画像表示部間の境界領域近傍の画像が見えない、
あるいは見にくいという状況を解消した電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明に係る電子機器は、複数の表示部と、前記表示部の表
示を制御する制御部とを備え、前記複数の表示部を同一平面を構成するように配列して、
前記複数の表示部を１つの表示画面として使用することが可能な電子機器であって、前記
制御部は、前記複数の表示部を１つの表示画面として使用する際に、画像を表示できない
境界領域を間に挟んで隣り合う１組の表示部において、前記境界領域上にかかる画像デー
タについて、所定の画素数で幅が規定される領域分の画像データを、前記１組の表示部の
一方の表示部に表示する表示機能を有する。
【０００９】
　本発明に係る電子機器の一態様は、前記所定の画素数が、少なくとも、前記境界領域の
幅に相当する画素数である。
【００１０】
　本発明に係る電子機器の一態様は、前記所定の画素数が、前記境界領域上にかかる画像
データが文字データである場合は、当該文字データの１文字の表示サイズに相当する画素
数である。
【００１１】
　本発明に係る電子機器の一態様は、前記所定の画素数が、任意の値に設定可能である。
【００１２】
　本発明に係る電子機器の一態様は、前記表示機能をオーバーラップ表示機能とした場合
、前記制御部は、前記複数の表示部を１つの表示部として使用する際に、前記境界領域上
にかかる画像データは見えない状態として表示するマルチディスプレイ表示機能と、前記
境界領域近傍の画像データを削除して、前記境界領域を間に挟んで隣り合う前記１組の表
示部において画像が間延びして表示されるのを抑制するタイルドディスプレイ表示機能と
をさらに有し、前記オーバーラップ表示機能、前記マルチディスプレイ表示機能およびタ
前記タイルドディスプレイ表示機能を選択的に切り替える表示方式選択手段を備えている
。
【００１３】
　本発明に係る電子機器の一態様は、前記表示方式選択手段が、切り替えスイッチにより
実現される。
【００１４】
　本発明に係る電子機器の一態様は、前記表示方式選択手段が、前記複数の表示部の何れ
かに表示された表示方式選択画面により実現される。
【００１５】
　本発明に係る電子機器の一態様は、前記電子機器が、画像に関する複数のアプリケーシ
ョンを有し、前記制御部は、前記複数のアプリケーションに対して、前記オーバーラップ
表示機能、前記マルチディスプレイ表示機能および前記タイルドディスプレイ表示機能の
何れを使用するかの対応付けに基づいて、所定のアプリケーションが選択された場合には
、それに対応付けられた何れかの表示機能を自動的に選択する。
【００１６】
　本発明に係る電子機器の一態様は、前記制御部が、前記表示機能を実行する際に、前記
所定の画素数で幅が規定される領域分の画像データが文字データである場合は、該文字デ
ータで表示される文字を、他の文字とは視覚的に識別可能な方法で表示する。
【００１７】
　本発明に係る電子機器の一態様は、前記視覚的に識別可能な方法が、前記文字データで
表示される前記文字を、前記他の文字とは異なる文字色で表示するものである。
【００１８】
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　本発明に係る電子機器の一態様は、前記視覚的に識別可能な方法が、前記文字データで
表示される前記文字を、前記他の文字とは異なる太さで表示するものである。
【００１９】
　本発明に係る電子機器の一態様は、前記視覚的に識別可能な方法が、前記文字データで
表示される前記文字上を網掛けして表示するものである。
【００２０】
　本発明に係る電子機器の一態様は、前記視覚的に識別可能な方法が、前記文字データで
表示される前記文字に下線またはアッパーラインを施して表示するものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る電子機器によれば、必要な情報が境界領域に隠れて見えなくなることを抑
制できる。
【００２２】
　本発明に係る電子機器の一態様によれば、少なくとも、境界領域の幅に相当する画素数
で幅が規定される領域分の画像データを、他方の表示部に重複させて表示するので、必要
な情報が境界領域に隠れて見えなくなることを抑制できる。
【００２３】
　本発明に係る電子機器の一態様によれば、文字データの１文字の表示サイズに相当する
画素数で幅が規定される領域分の画像データを、他方の表示部に重複させて表示するので
、文字データが境界領域に隠れて見えなくなることを抑制できる。
【００２４】
　本発明に係る電子機器の一態様によれば、任意の画素数で幅が規定される領域分の画像
データを、他方の表示部に重複させて表示するので、文字情報の多い画像だけでなく、種
々の画像に対応することが可能となる。
【００２５】
　本発明に係る電子機器の一態様によれば、表示方式を、画像に応じて即座に最適な表示
方式に切り替えることが可能となる。
【００２６】
　本発明に係る電子機器の一態様によれば、切り替えスイッチにより表示方式を変えるこ
とができるので、使用者にとっての利便性が良くなる。
【００２７】
　本発明に係る電子機器の一態様によれば、表示方式選択画面により表示方式を変えるこ
とができるので、切り替えスイッチなどを設ける必要がない。
【００２８】
　本発明に係る電子機器の一態様によれば、表示機能の選択作業が不要となる。
【００２９】
　本発明に係る電子機器の一態様によれば、重複箇所が視覚的に識別可能となり、同じ文
章を２度読む可能性を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】タイルドディスプレイを説明する図である。
【図２】マルチディスプレイを説明する図である。
【図３】本発明に係る実施の形態の携帯無線端末の閉じた状態の外観を示す斜視図である
。
【図４】本発明に係る実施の形態の携帯無線端末の閉じた状態の外観を示す斜視図である
。
【図５】本発明に係る実施の形態の携帯無線端末の開いた状態の外観を示す斜視図である
。
【図６】本発明に係る実施の形態の携帯無線端末の開いた状態の外観を示す斜視図である
。
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【図７】本発明に係る実施の形態の携帯無線端末の電気的な構成を示す図である。
【図８】本発明に係る実施の形態の携帯無線端末におけるマルチモードでの表示を示す図
である。
【図９】本発明に係る実施の形態の携帯無線端末におけるタイルドモードでの表示を示す
図である。
【図１０】本発明に係る実施の形態の携帯無線端末におけるタイルドモードからの切り替
えをスイッチにより行う場合の図である。
【図１１】本発明に係る実施の形態の携帯無線端末におけるオーバーラップモードでの表
示を示す図である。
【図１２】本発明に係る実施の形態の携帯無線端末におけるタイルドモードからの切り替
えを表示画面により行う場合の図である。
【図１３】アプリケーションとの対応付け方法を説明する図である。
【図１４】重複箇所を視覚的に識別可能な方法で表示する例を示す図である。
【図１５】重複箇所を視覚的に識別可能な方法で表示する例を示す図である。
【図１６】重複箇所を視覚的に識別可能な方法で表示する例を示す図である。
【図１７】重複箇所を視覚的に識別可能な方法で表示する例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　＜タイルドディスプレイおよびマルチディスプレイ＞
　発明の実施の形態の説明に先立って、タイルドディスプレイおよびマルチディスプレイ
の定義について説明する。
【００３２】
　図１は、複数の画像表示装置を縦横に配列して大画面を構成する、いわゆるタイルドデ
ィスプレイを示しており、特許文献１に開示されたような構成がこれに該当する。
【００３３】
　図１に示すように、タイルドディスプレイＴＤは、複数の画像表示装置ＳＭを縦横に配
列して構成されており、画面全面には画像ＯＢが表示されている。画像ＯＢは、画像表示
装置ＳＭ間の境界領域ＢＲを跨ぐように表示されているが、画像表示装置ＳＭ間の境界領
域ＢＲの近傍の画像データを補正して、画像が間延びするのを抑制しているので、画像Ｏ
Ｂは間延びしていない。
【００３４】
　図２は、１つの画像表示部ＤＰにおいて複数の画面を表示する、いわゆるマルチディス
プレイを示している。
【００３５】
　図２に示すように、マルチディスプレイＭＤは、１つの画像表示部ＤＰに複数の画面を
表示する関係上、画面間の境界領域ＢＲにおいて、画像が見えない状態となることがある
。しかし、画面をスクロールするなどの操作により、見えなかった部分を見えるように表
示することが可能なので、見えない部分は、見えないままに表示され、また、境界領域Ｂ
Ｒ近傍の画像データを削除して画像が間延びするのを抑制するという処理も行われない。
【００３６】
　本願では、タイルドディスプレイおよびマルチディスプレイを以上のように定義して発
明の説明を行う。
【００３７】
　＜実施の形態＞
　以下、本発明に係る実施の形態として、本発明を２面の画像表示部を有する開閉式の携
帯無線端末に適用した例について説明する。なお、本発明の適用はこれに限定されるもの
ではなく、２面以上の画像表示部を有し、複数の画像表示部によって大画面を構成する携
帯無線端末であれば適用可能であるし、また、ポータブルゲーム機、ＰＤＡ（Personal D
igital Assistant）などの電子機器にも適用可能である。
【００３８】
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　　＜外観構成＞
　図３および図４は、本発明を適用した携帯無線端末１００の外観形状を示す図であり、
図３は、携帯無線端末１００を閉じた状態で第１筐体１０側から見た場合の図であり、図
４は、携帯無線端末１００を閉じた状態で第２筐体２０側から見た場合の図である。
【００３９】
　ここで、閉じた状態とは、図３および図４に示すように、第１表示部１１が露出した状
態で、第１筐体１０と第２筐体２０とが互いに重なるように配置された状態である。この
場合、第１筐体１０の第１表示部１１と、第２筐体２０の第２表示部１２（図５）とは、
間を開けて重なり合った状態となるので、両者のなす角度は０度と言うことができる。
【００４０】
　また、図５および図６は、携帯無線端末１００を開いた状態で第１表示部１１および第
２表示部１２側から見た場合の図であり、図５は、第１表示部１１および第２表示部１２
が同一平面を構成するように開いた状態を示し、図６は、第１表示部１１および第２表示
部１２が、１８０度よりも小さい角度をなすように所定の角度で開いた状態を示している
。
【００４１】
　ここで、所定の角度で開いた状態とは、図５および図６に示すように、第１筐体１０の
第１表示部１１と、第２筐体２０の第２表示部１２とが、０度よりも大きい角度をなすよ
うに第１筐体１０と第２筐体２０とが配置された状態を指し、図５および図６に示す状態
に移行する途中の状態も開いた状態と言う。
【００４２】
　図３～図６に示されるように、第１筐体１０と第２筐体２０とは、ヒンジ部４およびア
ーム部５を介して連結されており、第２筐体２０側に設けられたヒンジ部４は、アーム部
５を第２筐体２０に対して、角度変更可能に連結しており、アーム部５に第１筐体１０が
角度変更可能に連結している。これにより、図１に示されるように、第１筐体１０が第１
表示部１１を露出させた状態で第２筐体２０上に位置する状態から、図３に示されるよう
に、第１筐体１０の第１表示部１１と、第２筐体２０の第２表示部１２とが同一平面を構
成するように、第１筐体１０を移動させることが可能となる。
【００４３】
　ここで、ヒンジ部４およびアーム部５の構成について説明する。図５に示すように、第
２筐体２０は、その外面がフロントケース２１およびリアケース２２を組み合わせて構成
されている。第２側筐体２０は、フロントケース２１側に、第２表示部１２を有するとと
もに、図４に示すように、ヒンジ部４と、ヒンジ部４を回転軸方向両側から把持する第１
把持部４ａおよび第２把持部４ｂを有している。この、第１把持部４ａおよび第２把持部
４ｂの回転軸方向外側には、それぞれ第１アーム５ａおよび第２アーム５ｂがヒンジ部４
の回転軸に同軸をなすように係合している。なお、第１アーム５ａおよび第２アーム５ｂ
は図示されないビーム（梁）と一体をなし、第１アーム５ａ、第２アーム５ｂおよびビー
ムを含んでアーム部５が構成されている。
【００４４】
　ここで、第１筐体１０は、第１表示部１１を有するフロントケース１（図３）と、第１
表示部１１が設けられた面とは反対の面（これを裏面と呼称する）を有するリアケース（
図視せず）とを組み合わせて構成されており、図視されないビームは、第１筐体１０のリ
アケース側において、第１筐体１０の長手方向に延在するように設けられている。
【００４５】
　第１アーム５ａおよび第２アーム５ｂの、第１把持部４ａおよび第２把持部４ｂとの係
合部とは反対側の部分は、第１筐体１０の裏面において第１筐体１０と係合するが、当該
係合部分は第１筐体１０を回動可能に構成されることで、第１筐体１０が角度変更可能と
なっている。
【００４６】
　なお、第１筐体１０には、音声入力部としてのマイク１９や音声出力部としてのスピー
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カ１８が格納されており、マイク１９およびスピーカ１８は、第１表示部１１が露出する
面の長手方向の両端部近傍に設けられている。
【００４７】
　また、第１表示部１１および第２表示部１２は、それぞれタッチパネル機能を有してお
り、その機能は携帯無線端末１００内部の電気的な構成によって実現される。
【００４８】
　　＜電気的構成＞
　図７は携帯無線端末１００の電気的な構成を示すブロック図である。図７に示されるよ
うに、携帯無線端末１００は、第１表示部１１、第２表示部１２、音声出力部（スピーカ
）１８、音声入力部（マイク）１９、制御部１３０、無線通信部１３１、第１タッチパネ
ル１２３および第２タッチパネル１２４を備えている。なお、制御部１３０および無線通
信部１３１は、例えば第２筐体２０内に収められている。
【００４９】
　制御部１３０は、ＣＰＵ１３０ａおよび記憶部１３０ｂ等を備えており、携帯無線端末
１００の他の構成要素を制御することによって、携帯無線端末１００の動作を統括的に管
理する。記憶部１３０ｂは、ＲＯＭおよびＲＡＭ等で構成されている。制御部１３０の各
種機能は、ＣＰＵ１３０ａが記憶部１３０ｂ内の各種プログラムを実行することによって
実現される。
【００５０】
　無線通信部１３１は、携帯無線端末１００とは別の携帯無線端末や、インターネットに
接続されたＷｅｂサーバ等の通信装置からの無線信号をアンテナ１３１ａで受信し、受信
信号に対して増幅処理やダウンコンバートを行って制御部１３０に出力する。また無線通
信部１３１は、制御部１３０で生成された送信信号に対してアップコンバートや増幅処理
を行って、処理後の送信信号をアンテナ１３１ａを通じて、携帯無線端末１００とは別の
携帯無線端末や、インターネットに接続された通信装置に対して無線送信する。
【００５１】
　音声入力部１９は、外部から入力される音声を音声データに変換して制御部１３０に出
力する。音声出力部１８は、制御部１３０からの音声データを音声に変換して外部に出力
する。
【００５２】
　第１表示部１１および第２表示部１２は、制御部１３０によって制御されることによっ
て、文字、記号、図形などの各種情報を表示する。
【００５３】
　また、第１タッチパネル１２３および第２タッチパネル１２４は、それぞれ第１表示部
１１および第２表示部１２と、その周囲におけるタッチパネル機能を実現するための構成
を表している。第１表示部１１とその周囲には、第１タッチパネル１２３を有しており、
第１タッチパネル１２３によるタッチパネル機能を介して、ユーザの指等の指示体による
操作を検出して制御部１３０に出力する。第２表示部１２とその周囲には、第２タッチパ
ネル１２４を有しており、第２タッチパネル１２４によるタッチパネル機能を介して、ユ
ーザの指等の指示体による操作を検出して制御部１３０に出力する。
【００５４】
　また、制御部１３０には、後に説明する表示方式選択スイッチ１２５が接続され、表示
方式選択スイッチ１２５の操作により表示方式が選択されると、ＣＰＵ１３０ａが、記憶
部１３０ｂ内の複数の表示方式のプログラムの中から、選択された表示方式に対応するプ
ログラムを実行し、その表示方式に従って、第１表示部１１および第２表示部１２に表示
を行う。
【００５５】
　なお、これも後に説明するが、表示方式選択スイッチ１２５のような機械的なスイッチ
ではなく、第１タッチパネル１２３および第２タッチパネル１２４を介して表示方式を選
択する方法を採用する場合には、タッチパネル機能を介して制御部１３０に指示が与えら
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れ、ＣＰＵ１３０ａが、記憶部１３０ｂ内の複数の表示方式のプログラムの中から、選択
された表示方式に対応するプログラムを実行し、その表示方式に従って、第１表示部１１
および第２表示部１２に表示を行う。
【００５６】
　ここで、携帯無線端末１００においては表示方式として、先に定義したタイルドディス
プレイとしての表示を行うタイルドモード、マルチディスプレイとしての表示を行うマル
チモードおよび新たに開発したオーバーラップ表示を行うオーバーラップモードの３種類
の表示方式（表示機能）を有し、これらの中から何れかを選択を行う。
【００５７】
　　＜マルチモードでの表示例＞
　次に、図８を用いて、携帯無線端末１００の第１表示部１１および第２表示部１２を用
いて、マルチモードでの表示を行う例について説明する。
【００５８】
　図８は、図７を用いて説明したＣＰＵ１３０ａが、記憶部１３０ｂ内のマルチディスプ
レイのプログラムを実行することで、第１表示部１１および第２表示部１２上に画像を表
示した状態を示している。なお、この状態は携帯無線端末１００を第１表示部１１および
第２表示部１２が同一平面を構成するように開いた状態で、第１筐体１０および第２筐体
２０の長辺が水平となり、第２表示部１２が設けられた第２筐体２０が下側、第１表示部
１１が設けられた第１筐体１０が上側となるように使用している。
【００５９】
　なお、第１表示部１１のマイク１９が設けられた側の短辺の外側には、第１タッチパネ
ル１２３により実現される複数のキーが表示される構成となっている。図８の例では、１
つ前の画面に戻るバックキー１１１、各画面に対応したオプションメニューを表示させる
メニューキー１１２およびホーム画面に戻るホームキー１１３を表示している。これらの
キーは、第２表示部１２においてもバックキー１２１、メニューキー１２２およびホーム
キー１２３として第２タッチパネル１２４により実現される。なお、バックキー１１１、
メニューキー１１２およびホームキー１１３は、携帯無線端末１００を閉じた状態で使用
する場合に機能し、バックキー１２１、メニューキー１２２およびホームキー１２３は、
携帯無線端末１００を開いた状態で使用する場合に機能するように構成されている。
【００６０】
　図８において、第１表示部１１および第２表示部１２には連続した地域の地図画像が表
示されているが、第１表示部１１の下側の長辺と第２表示部１２の上側の長辺との間には
、第１筐体１０および第２筐体２０の額縁の存在により画像を表示できない境界領域ＢＲ
が存在している。このような状態でマルチモードでの表示を行うと、先に説明したように
、見えない部分は、見えないままに表示され、また、単純に画像データを表示部ごとに分
割して表示しているので、境界領域ＢＲの幅の分だけ画像が間延びして見えている。しか
し、図８に示すような地図では、画像が多少間延びして見えても地図としての情報を得る
ことはできるので、マルチモードを使用しても問題はない。
【００６１】
　　＜タイルドモードでの表示例＞
　次に、図９を用いて、携帯無線端末１００の第１表示部１１および第２表示部１２を用
いて、タイルドモードでの表示を行う例について説明する。なお、携帯無線端末１００の
使用形態は、図８に示したマルチモードの場合と同じである。
【００６２】
　図９において、第１表示部１１および第２表示部１２には連続した説明文の文字画像が
表示されているが、先に説明したように、タイルドモードでは、境界領域ＢＲ近傍の画像
データを補正して、画像が間延びするのを抑制するので、第１表示部１１の境界領域ＢＲ
近傍の文字列ＣＨは補正により削除され、下半分が見えなくなっている。なお、文字の大
きさおよび位置によって見えなくなる部分は変わり、境界領域ＢＲを跨ぐほどの大きさの
文字であれば、文字の上部と文字の下部しか見えなくなり、文字の大きさが、境界領域Ｂ
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Ｒの幅以下で、文字の配列が境界領域ＢＲ近傍に位置すれは、その配列全てが見えなくな
る可能性がある。
【００６３】
　このように、文字列を含んだ画像においてタイルドモードを使用すると、場合によって
は、文字を読み取ることができないという状態が生じる可能性がある。
【００６４】
　一方、図８を用いて説明したマルチモードを文字列を含んだ画像に使用すると、図８の
境界領域ＢＲを跨いで表示される文字のように、文字が間延びして見え、読みづらいとい
う状態が生じる可能性がある。
【００６５】
　　＜オーバーラップモードでの表示例＞
　次に、図１０～図１２を用いて、携帯無線端末１００の第１表示部１１および第２表示
部１２を用いて、オーバーラップモードでの表示を行う例について説明する。なお、携帯
無線端末１００の使用形態は、図８に示したマルチモードの場合と同じである。
【００６６】
　図１０は、マルチモード、タイルドモードおよびオーバーラップモードの３種類の表示
方式から、何れかを選択するための表示方式選択手段として、表示方式選択スイッチ１２
５を備える場合の構成を示している。
【００６７】
　表示方式選択スイッチ１２５は、例えば、第２側筐体２０の一方の短辺側の側面に、押
しボタンスイッチとして設けられており、これを押すことで、表示方式を切り替える構成
となっている。
【００６８】
　例えば、図１０に示す表示方式は、図９と同じタイルドモードであるが、このモードで
は、第１表示部１１の境界領域ＢＲ近傍の文字列ＣＨは、補正により削除されて下半分が
見えなくなっている。そこで、表示方式選択スイッチ１２５を押すことでオーバーラップ
モードでの表示に変わる。
【００６９】
　図１１は、オーバーラップモードでの表示を示している。図１１に示すように、オーバ
ーラップモードにおいては、第１表示部１１の境界領域ＢＲ近傍の文字列ＣＨは、境界領
域ＢＲ近傍の部分が補正により削除されて下半分が見えなくなっているが、第２表示部１
２の境界領域ＢＲ近傍に、文字列ＣＨを完全に表示した文字列ＣＨ１が表示されている。
従って、図９に示したタイルドモードでは読めなかった文字列ＣＨを、文字列ＣＨ１とし
て読むことができる。
【００７０】
　このように、オーバーラップモードは、境界領域ＢＲを間に挟んで隣り合う一組の表示
部において、境界領域ＢＲ上にかかる画像データが存在する場合、当該画像データについ
て、少なくとも、境界領域ＢＲの幅（表示部と表示部との間の長さ）に相当する画素数で
規定される領域分の画像データを、一方の表示部に重複させて表示するので、境界領域Ｂ
Ｒの存在により必要な情報が見えなくなることを抑制できる。図１１の場合は、１文字の
表示サイズよりも境界領域ＢＲの幅の方が広く、文字列ＣＨの全範囲の画像データが、第
２表示部１２に表示されることとなる。
【００７１】
　なお、境界領域ＢＲ上にかかる画像データが文字データである場合は、当該文字データ
の１文字の表示サイズが例えば１６ドットであれば、それに相当する画素数で規定される
領域分の画像データを他方の表示部に重複させて表示する。なお、重複させる幅について
は、固定値ではなく任意の値に設定可能とすれば、文字情報の多い画像だけでなく、種々
の画像に対応することが可能となる。
【００７２】
　このような表示は、図７を用いて説明した制御部１３０における画像処理で実現され、
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タイルドモードで使用される境界領域ＢＲの画像データの補正技術に基づいて、境界領域
ＢＲにかかる画像データを検出し、予め定めた所定の画素数で幅（境界領域ＢＲの幅方向
と同じ方向の長さ）が規定される領域分の画像データを他方の表示部に重複させて表示さ
せることが可能となる。
【００７３】
　なお、表示方式選択スイッチ１２５は、押すことで表示モードを順番に変えるような押
しボタンスイッチとしても良く、スライドスイッチなどで構成しても良く、スイッチの種
類に限定はない。
【００７４】
　ここで、表示方式選択手段としては、図１０に示した、表示方式選択スイッチ１２５の
ような機械的なスイッチに限定されるものではなく、第１表示部１１および第２表示部１
２に付加されたタッチパネルの機能により表示方式を選択する手段を採用しても良い。
【００７５】
　図１２に示す表示方式は、図９と同じタイルドモードであるが、このモードでは、第１
表示部１１の境界領域ＢＲ近傍の文字列ＣＨは、境界領域ＢＲにかかる部分が補正により
削除されて下半分が見えなくなっている。そこで、機能選択キー（図示せず）などにより
第１表示部１１および第２表示部１２の何れかに表示方式選択ウインドウ７０を表示させ
、表示方式選択ウインドウ７０において、オーバーラップモードを選択することで、オー
バーラップモードでの表示に変える。
【００７６】
　すなわち、図１２に示すように、表示方式選択ウインドウ７０は、マルチモードを選択
する項目７１（1.Multi）、タイルドモードを選択する項目７２（2.Tile）およびオーバ
ーラップモードを選択する項目７３（3.Overlap）を有しており、項目７３に手指等でタ
ッチすることで、図１１に示したようなオーバーラップモードでの表示に変えることがで
きる。
【００７７】
　このように、３種類の表示方式を準備し、容易に切り替えることができる構成とするこ
とで、ファイルのリストから画像ファイルを選んで表示する際に、画像に応じて即座に最
適な表示方式に切り替えることが可能となる。
【００７８】
　例えば、列車の時刻表をカメラ機能を用いて撮影した画像を表示させる場合、タイルド
モードでは、ある時間帯を表示した部分が境界領域ＢＲにかかって見えなくなる可能性が
あるので、そのような画像を表示する場合には、オーバーラップモードを選択するなどの
使い方が可能となる。
【００７９】
　なお、第１表示部１１および第２表示部１２がタッチパネル機能を有さない場合であっ
ても、表示方式選択ウインドウ７０を表示させて、それを選択キー（図示せず）などで選
択する構成を採っても良い。
【００８０】
　　＜搭載したアプリケーションとの対応付け＞
　また、携帯無線端末１００には、静止画撮影機能（カメラ機能）や、動画撮影機能（ム
ービー機能）などの画像に関する種々のアプリケーションを有しているが、各アプリケー
ションに対して、３つの表示方式の何れを使用するかを対応付けておけば、アプリケーシ
ョンを実行する際には、対応付けられた表示方式が自動的に選択されることとなり、表示
方式の選択作業が不要となる。
【００８１】
　例えば、通常はマルチモードとなるようにデフォルトで設定しておき、カメラ機能のア
プリケーションであれば、タイルドモードを対応付けておくことで、カメラの起動ととも
に画面がタイルドモードとなり、カメラ機能のアプリケーションを終了すればマルチモー
ドに戻ることとなる。
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【００８２】
　以下、図１３を用いて、アプリケーションとの対応付け方法の一例を示す。図１３の（
Ａ）部には、機能選択キー（図示せず）などにより第１表示部１１および第２表示部１２
の何れかに表示された、表示方式設定ウインドウ８０を示している。表示方式設定ウイン
ドウ８０内には、タイルドモードを設定する項目８１（Tile）およびオーバーラップモー
ドを選択する項目８２（Overlap）を有している。
【００８３】
　ここで、タイルドモードを選択すると、図１３の（Ｂ）部に示すように、タイルドモー
ドに対応付けられたアプリケーションの名称が表示されたアプリケーション表示ウインド
ウ９０が表示される。アプリケーション表示ウインドウ９０内には、保存された画像など
を見るビュワー機能のアプリケーションの名称９１（Viewer）およびムービー機能のアプ
リケーションの名称９２（Movie Player）が示されており、タイルドモードにはビュワー
およびムービー機能のアプリケーションが対応付けられていることが判る。
【００８４】
　ここで、カメラ機能のアプリケーションも対応付けたい場合は、図１３の（Ｃ）部に示
すように、携帯無線端末１００が有しているアプリケーションの一覧を表示するアプリケ
ーション選択ウインドウ１００を開き、そこで、カメラ機能の項目１０１（Camera）を選
択する。この場合、アプリケーション選択ウインドウ１００とアプリケーション表示ウイ
ンドウ９０とを同時に開いておいて、カメラ機能の項目１０１をドラッグしてアプリケー
ション表示ウインドウ９０上に移動させることで選択する構成としても良い。
【００８５】
　このようにしてカメラ機能を新たにタイルドモードに対応付けることで、図１３の（Ｄ
）部に示すように、アプリケーション表示ウインドウ９０には、カメラ機能のアプリケー
ションの名称９３（Camera）が表示されることとなる。
【００８６】
　　＜変形例＞
　図１１を用いて説明した、オーバーラップモードでの表示例では、第１表示部１１の境
界領域ＢＲ近傍の文字列ＣＨは、境界領域ＢＲ近傍の部分が補正により削除されて下半分
が見えなくなっているが、第２表示部１２の境界領域ＢＲ近傍に、文字列ＣＨを完全に表
示した文字列ＣＨ１が表示される例を示した。
【００８７】
　この表示方法によれば、部分的にしか読めない文字列ＣＨを、文字列ＣＨ１として読む
ことができるが、重複箇所が判らない状態で読むと、重複した文章を２度読む可能性があ
り、読む人間が混乱を来す可能性がある。図１１のように、文字が大きく、字間も広いよ
うな文章であれば混乱は少ないが、ブラウジングなどにおいて、細かい文字で字間を詰め
て表示された文章では、重複していることが判らず、同じ文章を２度読む可能性が高い。
【００８８】
　そこで、オーバーラップモードにおいては、重複箇所を視覚的に識別可能な方法で表示
することで、読む人間が混乱することを抑制する構成を採用する。以下、重複箇所の表示
例について図１４～図１７を用いて説明する。
【００８９】
　図１４は、重複して表示される文字列ＣＨ１の文字色を他の文字列とは異なる文字色に
変更して表示する例を示している。このような表示を行うことで、重複箇所が視覚的に識
別可能となり、同じ文章を２度読む可能性を低減できる。
【００９０】
　図１５は、重複して表示される文字列ＣＨ１の文字の太さを他の文字列よりも太くして
表示する例を示している。このような表示を行うことで、重複箇所が視覚的に識別可能と
なり、同じ文章を２度読む可能性を低減できる。なお、文字の太さを変更する以外に、フ
ォントを変更する構成としても良い。
【００９１】
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　図１６は、重複して表示される文字列ＣＨ１に網掛け処理を施して表示する例を示して
いる。すなわち、文字列ＣＨ１上を覆うように網掛け領域ＭＳを設けることで重複箇所が
視覚的に識別可能となり、同じ文章を２度読む可能性を低減できる。
【００９２】
　図１７は、重複して表示される文字列ＣＨ１に下線ＵＬを施して表示する例を示してい
る。このような表示を行うことで、重複箇所が視覚的に識別可能となり、同じ文章を２度
読む可能性を低減できる。なお、下線の変わりにアッパーラインを施しても良い。
【００９３】
　なお、重複箇所を視覚的に表示できるのであれば、上述した方法以外の方法であっても
良いことは言うまでもない。
【００９４】
　また、重複箇所を視覚的に識別可能に表示するのは、図７を用いて説明した制御部１３
０における画像処理で実現されるが、当該処理は周知の技術により実現可能であるので、
説明は省略する。
【符号の説明】
【００９５】
　１１　第１表示部
　１２　第２表示部
　１３０　制御部
　ＢＲ　境界領域

【図１】 【図２】
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【図１５】 【図１６】



(17) JP 2012-128186 A 2012.7.5

【図１７】



(18) JP 2012-128186 A 2012.7.5

【図８】



(19) JP 2012-128186 A 2012.7.5

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｇ０９Ｇ   5/24     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ   5/30    ６１０Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   5/24    ６３０Ｂ          　　　　　

(72)発明者  菅　智昭
            大阪府大東市三洋町１番３４号　京セラ株式会社大阪大東事業所内
Ｆターム(参考) 5C082 AA01  AA06  AA34  BA29  BD02  BD07  CA52  CA55  CA56  CA63 
　　　　 　　        CA76  CA81  DA86  MM09  MM10 
　　　　 　　  5C094 AA01  AA60  BA43  DA01  HA07  HA10 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

